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2024年３月13日
株主の皆さまへ

富 山 市 城 北 町 ２ 番 3 6 号
日本海ガス絆ホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 新 田 洋 太 朗

１．日　時 2024年３月28日（木曜日）　午前11時
２．場　所 富山市城北町２番36号　本社東館２階会議室
３．目的事項

報告事項
１．第６期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並び
に会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第６期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第6回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　また、このたびの令和６年能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申しあげま
すとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。
　さて、当社第6回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
　なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書
類」をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折り返し
ご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

　議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。
以　上

（その他）・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出ください。
・当社ウェブサイト（https://hd.ngas.co.jp）においても、本通知を公開しておりま
す。なお、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合には、その旨を同
ウェブサイトに掲載させていただきます。
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（2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで）

〔提供書面〕

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行により経済活
動の正常化が進み、緩やかな回復基調となりました。しかしながら、長期化するロシアのウクラ
イナ侵攻や、世界的な金融引き締めの長期化等による海外景気の下振れリスクも懸念され、依然
として先行き不透明な状況が続いております。
　エネルギー業界におきましては、2015年のパリ協定を契機として、2050年に向けたカーボン
ニュートラルの流れが一気に加速し、脱炭素社会を目指す動きがこれまでにも増して広がりを見
せています。
　このような事業環境の下、日本海ガス絆ホールディングスグループ（以下、当社グループ）
は、2030年の当社グループの目指すべき姿を示した「NEXT Vision」実現のための、2022～
2024年の３ヵ年で達成すべき目標や経営ビジョンを取りまとめた、新たな中期経営計画の２年
目を迎え、既存事業の強化・拡大と新規事業の創出・育成を経営課題解決の柱としてグループ全
体で取り組んでまいりました。
　当期における具体的な取り組みといたしまして、既存事業の強化と総合エネルギー化の分野に
おきましては、8月31日に富山市カーボン・オフセット運営協議会様、株式会社INPEX様と締結
した『富山市内における森林保全活動推進に関する連携協定書』に基づき、北陸銀行様とカーボ
ンニュートラルガス(森のチカラガス)の需給に関する契約を締結し、全国で初めて森林由来の地
産地消クレジットを活用しオフセットされた都市ガスを民間企業へ供給いたしました。また、4
月に地域の脱炭素化推進を目的とした「株式会社ネクストプラス」を設立し、企業の脱炭素化に
むけた課題解決を支援しております。
　トータルライフ事業の分野におきましては、1月に「株式会社ＴＯＳＵＭＯ建築設計」を設立
し、新築からリフォーム・リノベーションまで「くらし」と「すまい」の全てを地域のお客さま
に提案しております。
　新事業創出の分野におきましては、スタートアップとの協業による新たな事業創出と当社グル
ープの事業領域の拡大を目指し「 NGAS-Accelerator Program 2023 」を開催いたしました。
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　この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は342億２千２百万円（前連結会計
年度比5.7％増）、営業利益は８億８千７百万円（前連結会計年度比1.3％減）、経常利益は11億
９百万円（前連結会計年度比3.2％増）、特別損失の計上により親会社株主に帰属する当期純利
益は５億７千４百万円（前連結会計年度比75.8％増）となりました。

　事業セグメント別の概況は次のとおりであります。

ガス及びＬＰＧ事業
　当連結会計年度末における都市ガスお客さま戸数は、新設住宅着工戸数が前連結会計年度と比
較して減少する中で、新規に1,061戸開発しましたが、コロナ5類移行に伴う人流の活発化によ
り、流出が流入を上回った結果、前連結会計年度末に比べ278戸減少し、60,615戸となりまし
た。
　また、LPガスお客さま戸数は、新規に1,229戸開発しました。その結果、前連結会計年度末に
比べ357戸増加し、38,217戸となりました。
　都市ガスとLPガスを合わせたお客さま戸数は、98,832戸となり、前連結会計年度末に比べ79
戸増加しました。
　2023年5月に中新川郡立山町の工業用のお客さまに都市ガス供給を開始し、常願寺川以東のエ
リアに、初めて都市ガスが供給されることになりました。
　都市ガスの販売量につきましては、家庭用では、冬期の暖冬と夏期の猛暑により、前連結会計
年度に比べ7.7％減の13,513千㎥となりました。一方、商業用では、経済回復や行動制限解除の
影響により、同3.8％増の7,683千㎥、工業用では、新規大口お客さまの開発や既存お客さまの設
備稼働増により、同0.5％増の84,973千㎥、その他用では、一部の大口お客さまの設備稼働増な
どにより、同1.7％増の11,077千㎥となりました。また、卸売では、卸供給先の需要減により、
同3.4％減の11,157千㎥となりました。その結果、総販売量は前連結会計年度に比べ0.5％減の
128,405千㎥となりました。
　LPガスの総販売量は前連結会計年度に比べ2.8％減の42,883トンとなりました。これを小売の
用途別にみますと、家庭用は、同2.4％減の7,245トン、商業用は、同0.2％減の4,909トン、工
業用は、同1.5％減の20,645トン、その他用は、同2.8％減の2,741トンとなりました。また、卸
売では、同8.4％減の7,340トンとなりました。
　ガス販売金額の基準となる原料価格は、都市ガスにおいては前連結会計年度に比べ上昇、LP
ガスにおいては下降となりました。
　その結果、ガス及びＬＰＧ事業の売上高は251億６千９百万円となり、前連結会計年度に比べ
12億５千８百万円増加いたしました。
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工事及び機器販売事業
　家庭用のガス機器販売につきましては、イベントや展示会における直接販売が可能になり、接
点業務機会が増加したことに加え、ＷＥＢ・ＳＮＳなどのデジタル接点も継続し、年間を通して
最新ガス機器や環境配慮型機器のＰＲ、燃料転換や経年機器取替の促進を図りました。秋にはガ
ス展２０２３を開催、３ヵ所の会場とＷｅｂ会場において、特別価格商品を設定、多彩なイベン
ト等を実施いたしました。しかしながら原材料費や物流経費の高騰に伴い、ガス機器販売価格が
全般的に上昇し、販売台数が伸び悩むこととなりました。一方、ホテルやクリニック、老健施設
等のお客さまより、省エネやＣＯ２削減に貢献し、レジリエンス機能も備えるガスコジェネレー
ションシステムの採用をいただき、システム本体及び設備工事を受注いたしました。その結果、
工事及び機器販売事業の売上高は22億１千４百万円となり、前連結会計年度に比べ３億６千１
百万円の増加となりました。

設備工事事業
　主にガス導管工事の増加により、設備工事事業の売上高は11億７千７百万円となり、前連結
会計年度に比べ７千５百万円の増加となりました。

建築設備事業
　空調機器の売上増加により、建築設備事業の売上高は63億１百万円となり、前連結会計年度
に比べ２億６千７百万円の増加となりました。

その他事業
　LNG販売量及び単価の増加により、その他事業の売上高は15億５千３百万円となり、前連結
会計年度に比べ２億２百万円の増加となりました。
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事 業 の 種 類 別 セ グ メ ン ト の 名 称 売 上 高 構 成 比
百万円 ％

ガ ス 及 び Ｌ Ｐ Ｇ 事 業 25,169 69.1

工 事 及 び 機 器 販 売 事 業 2,214 6.1

設 備 工 事 事 業 1,177 3.2

建 築 設 備 事 業 6,301 17.3

そ の 他 事 業 1,553 4.3

合 計 36,416 100.0

セ グ メ ン ト 間 取 引 消 去 △2,193 ‐

連 結 34,222 ‐

企業集団の事業セグメント別売上高

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は、18億８千万円
となり、その主なものは都市ガス及びＬＰガスのガス導管敷設工事であります。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度における資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。
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区 分 2020年度
（第３期）

2021年度
（第４期）

2022年度
（第５期）

2023年度
（当連結会計年度）
（第６期）

千円 千円 千円 千円
売 上 高 23,757,287 24,952,332 32,367,896 34,222,991

千円 千円 千円 千円
経 常 利 益 616,724 787,755 1,074,929 1,109,654

千円 千円 千円 千円
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 355,949 506,322 326,553 574,217

円 円 円 円
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 32.72 46.54 30.02 52.80

千円 千円 千円 千円
総 資 産 30,773,200 33,172,978 34,136,317 33,299,867

千円 千円 千円 千円
純 資 産 18,335,330 20,284,070 20,776,079 20,859,528

0

7,000

14,000

21,000

28,000

35,000
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■ 売上高
（百万円）
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（百万円）
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（百万円）

⑵ 直前３事業年度の損益及び財産の状況
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会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
千円 ％ ガス事業

液化天然ガス・液化石油ガス及びその他
高圧ガスの製造、供給、販売
ガス機器の製作、販売及び賃貸
建築工事、土木工事、管工事の設計、施
工及び監理
空調、冷暖房、厨房、浴槽、衛生等の設
備機器の製作、販売、修理及び賃貸

日 本 海 ガ ス 株 式 会 社 100,000 100.0

株 式 会 社 サ プ ラ 49,750 100.0
冷暖房空調設備の設計並びに販売・保守
管工事の設計・施工
土木・電気工事の設計・施工・請負

株式会社モット日本海ガス 30,000 100.0

住宅設備の設計・施工及び機器の販売・
修理
建築工事、大工工事、内装工事、管工事
の設計、施工及び監理
ガスの開閉栓・点検などの業務の請負
車両・ＯＡ機器などのリース・割賦販売
損害保険代理店業
不動産の賃貸・管理

株 式 会 社 テ ル サ ウ ェ イ ズ 30,000 100.0
一般貨物自動車運送事業
天然ガスの配送・充填
液化石油ガス充填所の保安管理などの業
務の請負

株 式 会 社 Ｇ ・ テ ッ ク 29,000 73.4
都市ガス・ＬＰガス供給設備の設計・施
工
水道工事・消雪設備の設計・施工
土木・建設工事の設計・施工

株式会社TOSUMO建築設計 100,000 100.0

土木、建築業等の設計、施工、監理及び
請負
建築士事務所の経営
空調、冷暖房、厨房、浴槽、衛生等の設
備機器の製作、販売、修理及び賃貸

株 式 会 社 日 本 海 ラ ボ 40,000 100.0 インキュベーション事業
オープンイノベーション事業

特定完全子会社の名称 特定完全子会社の住所 特定完全子会社の株式
の帳簿価額の合計額 当 社 の 総 資 産 額

日本海ガス株式会社 富山県富山市城北町2番36号 9,173,179千円 18,015,941千円

⑶ 重要な子会社の状況

（注）１．2023年１月４日に株式会社ＴＯＳＵＭＯ建築設計を設立いたしました。また、同社及び
　　　　　株式会社日本海ラボは重要性の観点から当事業年度より連結子会社といたしました。
　　　２．当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりです。
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⑷ 対処すべき課題
　2024年は、「2022グループ中期経営計画」の最終年になります。

激変する事業環境の中で当社グループが持続的に成長を遂げていくため、2030年の当社グルー
プの目指すべき姿を示した「NEXT Vision」に基づき、継続して以下の５つの経営課題に当社
グループ全体で取り組んでまいります。

① グループ社員の成長支援と多様な働き方への対応
　当社グループが持続的に成長していくためには、グループ社員の成長が最重要課題となりま
す。当社グループにとって最も重要なリソースである人材を適正に配置し、各事業における業務
遂行能力の強化を目指し、グループ会社間の労働条件や処遇の統一に取り組んでまいりました。
引き続き、社員が活躍できる新たな人事制度の構築に取り組んでまいります。
　昨年、働きやすい職場環境づくりにより社員の柔軟な発想を促すと供に、多様な価値観を持つ
人材の採用につなげることを目的として、通年オフィスカジュアルを導入いたしました。グルー
プ社員の通年採用や副業人材の活用についても引き続き検討し、働きやすい職場環境の整備によ
るグループ社員のワークエンゲージメントの向上と優秀な人材の確保という2つの課題に取り組
んでまいります。

② 既存事業の収益力向上と規模の拡大
　当社グループが持続的に成長していくためには、既存事業が成長しグループ全体の成長を支え
ることが重要となります。
　既存事業が成長するためには、「2022グループ中期経営計画」で掲げた目標の達成が必須と
なりますが、目標達成に向けた様々な取り組みが正しいかについて常に確認しながら業務を遂行
する必要があるため、取り組みに対する進捗の報告をグループ全体で毎月実施しています。定期
的な進捗確認によって、柔軟かつスピード感をもって業務に取り組むことで目標達成につなげて
まいります。
　当社グループの主力事業であるガス及びＬＰＧ事業においては、昨年5月に経営を効率化して
都市ガスの料金値下げを実施いたしました。昨今の物価上昇の中でもお客さまに当社グループを
選んでいただけるようなサービスを展開してまいります。
　また、事業の成長には業務のデジタル化だけでなくDXの推進が必要不可欠であります。昨年
設置いたしましたDX推進部が現業部門と連携し、デジタルツールの導入や社内アプリの開発に
取り組んでおります。さらに、多様なお客さまニーズへ対応すべく、SNSを活用したお客さまと
の新たな接点機会の創出やChatGPTといった新たな技術を活用し、これまでの業務を抜本的に
見直すことにより、既存事業の収益力向上と規模の拡大につなげてまいります。
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③ 総合エネルギーグループへの進化
　総合エネルギーグループへの進化は、当社グループの経営理念にも掲げられており、当社グル
ープが取り組むべき重要な経営課題となります。
　総合エネルギーグループへの進化においては、エネルギーの安定供給だけでなく、お客さまの
省エネルギーや低・脱炭素化への貢献といった、エネルギーに関するお客さまの課題解決に対応
することが求められます。
　当社グループがこれまで培ってきた技術やノウハウだけでなく、新たな知見を獲得しながら、
お客さまのニーズを先取りした様々なサービスを拡充し、お客さまの脱炭素化への取り組みをサ
ポートする脱炭素コンサル事業や、設備設計・施工・メンテナンス・ファイナンスをトータルで
提供するエネルギーサービス事業を展開するため、昨年4月に「株式会社ネクストプラス」を設
立いたしました。
　引き続き、グループ各社が協力して総合エネルギーグループへの進化に取り組み、お客さまの
ご期待に応えることによって、これまで以上にお客さまとの関係を深化させながら地域課題の解
決にも貢献してまいります。

④ トータルライフ事業の実現
　当社グループの経営理念である「快適で豊かなくらしの創造」を実践するためには、地域の皆
さまの暮らしを快適で豊かにするための様々な事業やサービスの提供が必要となります。
　昨年1月に設立した「株式会社TOSUMO建築設計」は「Light your life～暮らしを灯す～」
をミッションとし、これまでのリフォーム事業だけでなく新築事業を推進するために、富山県で
初となる超高性能なプロダクトハウス「jigsaw（ジグソー）」の取り扱いを開始いたしました。
　また、「株式会社TOSUMOライフスタイル」においては、富山県に「星乃珈琲店富山天正寺
店」と「星乃珈琲店高岡熊野店」を、石川県に「神戸クック・ワールドビュッフェ野々市店」を
オープンさせ、暮らしを豊かにする「食」を地域の皆さまに提供させていただいております。
　新たな事業を展開するこれらの新会社を着実に運営し、地域に根付かせることが当面の課題と
なります。
　今後も暮らしに関わる様々な事業やサービスを展開することによって、地域の皆さまの「快適
で豊かなくらし」に貢献してまいります。
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⑤ 新たな事業の創出
　「NEXT Vision」においては、既存事業を成長させながら新たな事業領域にも進出すること
を目指しており、この目標達成のためには、グループ内から新たな事業を独自に創出するだけで
なく、様々な関係者と協力して事業を構築していくことが必要不可欠であると考えております。
　当社グループにおけるオープンイノベーションを推進する役割を担う株式会社日本海ラボで
は、スタートアップ企業との協業等を目的とした「アクセラレータープログラム」を昨年開催い
たしました。
　このプログラムにおいては、全国からご応募いただいた様々なスタートアップ企業と当社グル
ープの社員が共創し、新たな事業の検討・実証を実施いたしました。実証結果をふまえ継続して
事業化を検討すると共に、本年も「アクセラレータープログラム」の開催を予定しております。
　引き続き、既存事業の周辺領域を中心に、当社グループのリソースを活用して展開可能な新た
な事業やサービスについて検討し、当社グループの事業規模と事業領域を拡大していくと共に、
新たな事業領域への進出につきましても検討してまいります。
　また、M&A等の投資につきましても、積極的に案件を模索して、取り組んでまいります。

　今後も当社グループは、グループの課題解決だけでなく、地方自治体様等とも協力しながら地
域課題の解決にも取り組み、地域社会の持続的な発展に貢献し地域と共に成長し続けていきたい
と考えております。

事 業 内 容 主 要 な 商 品 ・ 製 品 ・ 役 務

ガ ス 及 び Ｌ Ｐ Ｇ 事 業 都市ガス・ＬＰガスの製造、供給及び販売等

工 事 及 び 機 器 販 売 事 業 ガス工事の請負、ガス機器等の販売及び修理等

設 備 工 事 事 業 ガス及び水道工事、消雪工事の設計・施工

建 築 設 備 事 業 空調給排水衛生設備工事、建築工事、大工工事、内装工事等の設計、施工及び
監理等

そ の 他 事 業
高圧ガス及び石油製品等の販売、液化石油ガス等の輸送、一般貨物運送、リー
ス、損害保険代理業、不動産の賃貸及び管理等、インキュベーション事業、オ
ープンイノベーション事業

⑸ 主要な事業内容　（2023年12月31日現在）
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事 業 部 門 主 要 な 事 業 所

当 社 本 社 富山市城北町

日 本 海 ガ ス 株 式 会 社

本 社 富山市城北町

支 社 西部支社：射水市作道
金沢支社：金沢市松島

営 業 所 砺波営業所：砺波市宮丸
七尾営業所：七尾市万行町

工 場 岩瀬工場：富山市上野新町

ショールーム ショールームPrego：富山市黒崎

株 式 会 社 サ プ ラ

本 社 富山市黒崎

支 店 福井支店：福井市泉田町

営 業 所 金沢営業所：金沢市森戸
松本営業所：松本市村井町南

株 式 会 社 モ ッ ト 日 本 海 ガ ス

本 社 富山市清水町

事 業 所
エリア統括本部：富山市清水町
北店：富山市上野新町
南店：富山市黒崎

株 式 会 社 テ ル サ ウ ェ イ ズ
本 社 富山市中大久保

営 業 所 岩瀬営業所：富山市上野新町
高岡営業所：高岡市内免

株 式 会 社 Ｇ ・ テ ッ ク 本 社 富山市上野新町

株 式 会 社 T O S U M O 建 築 設 計 本 社 富山市黒瀬北町

株 式 会 社 日 本 海 ラ ボ 本 社 富山市城北町

⑹ 主要な事業所　（2023年12月31日現在）
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事 業 区 分 使 用 人 数 前 期 末 比 増 減
名 名

ガ ス 及 び Ｌ Ｐ Ｇ 事 業 218（19） △16（　1）
工 事 及 び 機 器 販 売 事 業 63 （ 0） 10（△1）

設 備 工 事 事 業 36 （ 5） 1（　1）

建 築 設 備 事 業 152 （ 2） 6（　0）

そ の 他 事 業 63 （ 1） 9（△1）

全 社 （ 共 通 ） 59 （ 7） △9（　1）

合 計 591（34） 1（　1）

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

41（2）名 △7（1）名 43.2歳 18.7年

⑺ 使用人の状況　（2023年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員であり、臨時使用人数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２. 全社（共通）として記載されている使用人は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況

（注）１. 平均勤続年数は、出向元会社での勤続年数を通算しております。
２. 使用人数は就業人員であり、臨時使用人数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額 残 高
千円

株 式 会 社 北 陸 銀 行 981,560
株 式 会 社 富 山 銀 行 897,500

株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 630,000

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 602,500

⑻ 主要な借入先の状況　（2023年12月31日現在）
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① 発行可能株式総数 32,000,000株
② 発行済株式の総数 11,000,000株

（うち自己株式数　126,648株）
③ 株主数 575名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

ガ ス カ ン パ ニ ー 社 員 持 株 会 984 9.05

株 式 会 社 北 陸 銀 行 530 4.87

株 式 会 社 富 山 銀 行 507 4.66

新 田 八 朗 444 4.08

北 日 本 放 送 株 式 会 社 387 3.56

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 368 3.39

ほ く ほ く キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 361 3.32

株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 356 3.27

株 式 会 社 イ ン テ ッ ク 305 2.81

新 田 洋 太 朗 251 2.31

２. 会社の状況
⑴ 株式の状況　（2023年12月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式126,648株を控除して計算しております。
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氏 名 会社における地位 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
新 田 洋 太 朗 代 表 取 締 役 社 長 日本海ガス株式会社　代表取締役

株式会社日本海ラボ　代表取締役社長
平 田 純 一 代表取締役副社長 社長補佐、内部監査室・総合企画部

ＤＸ推進部　各担当
日本海ガス株式会社　代表取締役副社長

武 内 繁 和 社 外 取 締 役 武内プレス工業株式会社　代表取締役社長
菅 野 克 志 社 外 取 締 役 高岡ガス株式会社　代表取締役社長
髙 橋 康 志 社 外 取 締 役 タカハシ企画合同会社　代表社員社長
猛 尾 真 次 取 締 役 株式会社サプラ　代表取締役社長
土 屋 　 誠 取 締 役 日本海ガス株式会社　代表取締役社長

エネシップ株式会社　代表取締役社長
岡 本 　 武 取 締 役 トータルライフ事業推進室・経理部

人事広報部　各担当
市 川 伸 彦 社 外 取 締 役

(常勤監査等委員 )
麦 野 英 順 社 外 取 締 役

( 監 査 等 委 員 )
株式会社北陸銀行　特別顧問

村 田 　 諭 取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

日本海ガス株式会社　監査役

⑵ 会社役員の状況
① 取締役の状況（2023年12月31日現在）

（注）１. 取締役武内繁和、菅野克志、髙橋康志、市川伸彦、麦野英順の各氏は社外取締役でありま
す。

２. 情報収集を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・
監督機能を強化するために市川伸彦氏を常勤の監査等委員として選定しております。

３. 常勤監査等委員市川伸彦、監査等委員麦野英順、村田諭の各氏は、以下のとおり、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査等委員市川伸彦氏、監査等委員麦野英順氏は金融機関での長年の業務経験があ
ります。

・監査等委員村田諭氏は、長年にわたり当社グループの経理部に在籍し、経理・財務業務
に携わってきた経験があります。

－ 14 －



② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社グループ８社の全役員（取締役、監査
役）であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負

うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保
険契約により保険会社が塡補するものであり、1年毎に契約更新しております。
なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約
の免責事項としており、また、塡補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職
務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
③ 取締役の報酬等
ⅰ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年３月30日開催の取締役会において、取締役（監査等委員を除く。以下「取締
役」）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定

方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に基づき決定されていることを確認している
ことから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機

能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準と
することを基本方針とする。

(b)金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と一定の時期に支給される賞与とし、役

位、職責に応じて当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。ただ
し、賞与については、当期純利益（連結）が赤字の場合には支給しないものとする。

(c)取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬における賞与の総額に占める割合は、概ね１割弱とする。
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区　　　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 賞与

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

150,752
(9,600)

141,712
(7,800)

9,040
(1,800)

9
(4)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

31,240
(17,120)

28,840
(15,620)

2,400
(1,500)

3
(2)

合　　　計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

181,993
(26,720)

170,553
(23,420)

11,440
(3,300)

12
(6)

(d)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長新田洋太朗がその具体

的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬及び賞与の
額の決定とする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門につ
いて評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

ⅱ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．2020年３月30日開催の第２回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役
　　　　　を除く。）の報酬限度額を年額240百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、
　　　　　取締役（監査等委員）の報酬限度額を年額40百万円以内と決議いただいております。
　　　　　当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。）の員数は10名（うち
　　　　　社外取締役４名）、監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役２名）であり
　　　　　ます。
　　　２．上表には2023年３月30日開催の第5回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締
　　　　　役１名を含んでおります。
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
　武　内　繁　和

当事業年度に開催された取締役会６回の全てに出席いたしました。
包装容器製造業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、経
営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を
十分に発揮しております。また、取締役会において、取締役の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

社外取締役
　菅　野　克　志

当事業年度に開催された取締役会６回の全てに出席いたしました｡
ガス事業の経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営の監
督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に
発揮しております。また、取締役会において、取締役の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。

社外取締役
　髙　橋　康　志

当事業年度に開催された取締役会６回の全てに出席いたしました。
大手総合商社における豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営の監督と
経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮
しております。また、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。

④ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・社外取締役武内繁和氏は、武内プレス工業株式会社の代表取締役社長であります。当社の
連結子会社である日本海ガス株式会社は同社へＬＰガスの販売等を行っております。
・社外取締役菅野克志氏は、高岡ガス株式会社の代表取締役社長であります。当社の連結子
会社である日本海ガス株式会社は同社へ都市ガスの卸売等を行っております。
・社外取締役髙橋康志氏は、タカハシ企画合同会社の代表社員社長であります。当社はタカ
ハシ企画合同会社と当社の投資委員会に関する業務委託契約を締結しております。
・社外取締役（常勤監査等委員）市川伸彦氏は、株式会社日本政策投資銀行の出身でありま
す。株式会社日本政策投資銀行は当社の大株主であり、当社の連結子会社である日本海ガ
ス株式会社は同行との間に資金の借入等の取引関係があります。
・社外取締役（監査等委員）麦野英順氏は、株式会社北陸銀行の特別顧問であります。株式
会社北陸銀行は当社の大株主であり、当社の連結子会社である日本海ガス株式会社は同行
との間に資金の借入等の取引関係があります。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役（常勤監査等委員）
　市　川　伸　彦

当事業年度に開催された取締役会６回の全てに、また、監査等委員会３
回の全てに出席いたしました。
金融業界での豊富な経験に基づく高い見識から、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査等委員会にお
いて、当社のコンプライアンス体制並びに内部監査について適宜、必要
な発言を行っております。

社外取締役（監査等委員）
　麦　野　英　順

当事業年度に開催された取締役会６回の全てに、また、監査等委員会３
回の全てに出席いたしました。
金融機関の経営者としての豊富な経験に基づく高い見識から、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査
等委員会において、当社のコーポレート・ガバナンス体制並びに内部監
査について適宜、必要な発言を行っております。
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支　払　額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 14,000千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 15,800千円

⑶ 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称　　　EY新日本有限責任監査法人
② 報酬等の額

（注）会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の会計監査計画の監査日数や内容などを検討し、会計監査人
の報酬等につき、会社法第399条の同意を行っております。

③ 非監査業務の内容
　当社子会社である日本海ガス株式会社は、会計監査人に対して、ガス事業託送供給収支計算規
則に基づき作成した託送収支計算書に関して、合意された手続業務を非監査業務として委託して
おります。
④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査
人としてふさわしくない非行があり、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支
障があると判断したときには、会社法第340条の規定により監査等委員全員の同意に基づき、会
計監査人の解任を決定いたします。
　また、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断されるときには、株主総会に提
出する解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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⑷ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
　（業務の適正を確保するための体制についての決定内容）
１. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並
びに当社及び子会社から成る当社グループの業務の適正を確保するために必要な体制（内部統制
システム）を以下のとおり整備し運用する。
① 取締役の職務執行が法令・定款等に適合することを確保するための体制
ⅰ. 当社グループにおけるコンプライアンス体制の基盤として「グループ企業行動指針」を遵

守する。
ⅱ. 取締役会の経営意思決定機能と監督機能を強化するため、適正な数の社外取締役を選任す

る。
ⅲ. 取締役会は「取締役会規程」に基づき、当社グループにおける内部統制の整備に係る基本

方針を決定する。
ⅳ. 代表取締役は、取締役会が決定した基本方針に基づき、内部統制を整備する役割と責任を

負う。
ⅴ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、当社グループの経営に重大な影響を及ぼ
す事項を発見した場合には、遅滞なく取締役会及び監査等委員会等に報告する。

ⅵ. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に対し、監査等委員会が「監査等
委員会監査等基準」に基づき監査する体制とする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報（取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書等）について
は、「文書管理規程」「情報セキュリティ基本規程」及びその関連規程に基づき、その保
存媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持す
る。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ. 取締役会は、法令・定款及び「取締役会規程」が定める取締役会付議事項を決議する。ま

た事前審議を要する事項、その他経営に係わる重要事項については、経営会議を原則とし
て毎月開催するほか、必要に応じて適宜開催し審議する。

ⅱ. 取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」において、それぞれの責
任者及びその責任、執行手続きの詳細について定める。

ⅲ. 代表取締役は、「取締役会規程」の定めに従い、業務執行の状況を取締役会に報告する。
ⅳ. 取締役会は、「中期経営計画」を策定し、それに基づく主要経営目標を設定する。併せて

年度毎の部門別・関係会社別目標を設定し、実績を管理することにより、効率的かつ効果
的な取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行を確保する。
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④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ. 取締役会は「危機管理規程」に基づき、業務執行に係る重要リスクとして「経営が関与す

べき重要リスク」を特定する。また、取締役会は毎年、「経営が関与すべき重要リスク」
を見直す。

ⅱ. 投資、出資、融資、及び債務保証に関する案件に対しては、当社グループの中核的事業会
社である日本海ガス株式会社の投資委員会において採算性及びリスク評価を行い、その結
果を踏まえて経営会議または取締役会に付議する。

ⅲ. 自然災害、ガスの製造設備・供給設備等の支障等の不測の事態が発生した場合には、「危
機管理規程」に従い所定の体制を整備し、迅速かつ適切な対応を図る。

ⅳ. 部門、関係会社が、業務遂行に伴うリスクを自ら把握し、対応策を自ら策定・実施しリス
クを管理する体制とすると共に、内部監査の実施により未然に損失の発生を防止する。

ⅴ. 個人情報保護に関して、関連規程を制定しその実践・遵守の体制を整備する。
⑤ 使用人の職務の執行が法令・定款等に適合することを確保するための体制
ⅰ. 使用人は「職務規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」に基づき適切に職務を執行す

る。なお、重要な職務の執行については経営会議において審議または報告し、適宜取締役
会に報告する。

ⅱ. 使用人の職務執行における法令・定款等の遵守を確保するため内部監査室を置く。内部監
査室は「内部監査規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンスを含
む業務全般の内部監査を実施し、結果を経営会議及び監査等委員会等に報告する。

ⅲ. 適宜、コンプライアンス研修会を実施し、コンプライアンスの周知を徹底する。また、法
令・定款違反その他コンプライアンスに関する疑義のある行為等についての相談窓口とし
て「コンプライアンスデスク」を設置する。

⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ. 「関係会社管理規程」を定め、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が関係会社の
株主権行使に関する事項等重要事項についての承認、報告受領等を通じて関係会社の管理
を行う体制とする。

ⅱ. 関係会社に明確な経営目標を設定し、その進捗度・達成度を定量的・定性的に評価する業
績管理を行う。

ⅲ. 関係会社が、当社の管理その他の点で、法令・定款違反その他コンプライアンス上問題が
あると認めた場合には、内部監査室等当社の適切な部門へ報告する体制とする。また、上
記問題に対し、関係会社取締役及び関係会社監査役は善良なる管理者としての注意義務を
負う。

ⅳ. 関係会社の取締役及び使用人が、関係会社における法令・定款違反その他コンプライアン
スにかかわる重要な事項を発見した場合には、遅滞無く内部監査室に報告し、内部監査室
は監査等委員会等に報告する。
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⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の
他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締
役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
ⅰ. 監査等委員会の職務を補助するため、必要に応じて業務執行から独立した専任者を置く。
ⅱ. 専任者は、監査等委員会の指揮命令のみに従い、当社及び関係会社の取締役等の指揮命令

を受けないものとする。
⑧ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに関係会社の取締役、使用人等

が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、及
びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ. 監査等委員会が、その職務の執行に必要な事項に関して随時、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）及び使用人に対して報告を求めることができる体制とする。

ⅱ. 監査等委員が、随時、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と意見交換の機会を持
つこと、重要な会議へ出席し必要がある場合と認めるときに適法性等の観点から意見を述
べること及び重要情報に関する情報を入手できることを保証する。

ⅲ. 関係会社の取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取
締役の職務執行に関して不正行為、法令・定款等に違反する重大な事実等があった場合に
は、速やかに監査等委員会等にその内容を報告する。

ⅳ. 監査等委員会が、会計監査人、関係会社監査役、内部監査室と連携することにより、監査
の実効性を確保できる体制とする。

⑨ 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
ⅰ. 監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受け

ないことを確保するための体制として、「内部公益通報者保護規程」により通報者の保護
について整備する。

ⅱ. 「内部公益通報者保護規程」において、内部監査室及び社外弁護士を内部通報の窓口とし
て設定する。

⑩ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ず
る費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用または債務の処理等の請求をしたときは、速やかに当該費
用または債務を処理する。
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２. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　取締役及び使用人は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨
げる反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むと共に、警察や弁護士と連携して組織的に対
応する。

　（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりで
あります。

① 当社は、取締役会を６回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に
関する重要事項を決定し、経営業績の分析・対策・評価を検討すると共に法令・定款等への
適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。

② 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社から成る当社グループの業務全
般について内部監査を計画的に実施し、その結果を経営会議及び監査等委員に報告いたしま
した。なお、業務監査において業務上の不備が認められた場合は、被監査部署に対し、業務
改善の実施を指示し、その結果を検証いたしました。

③ 内部監査室は、グループ企業行動指針の策定に伴い、当社グループの役職員を対象に説明会
を実施いたしました。また、コンプライアンス・ハラスメントに対する意識の啓発を図るこ
とを目的にその説明会の中で研修を実施いたしました。

④ 内部監査室は、当社グループの役職員から法令・定款その他コンプライアンスに関して疑義
のある行為について、随時、相談を受付し、適宜対処する等して、適正な職務執行体制の維
持に努めました。

⑤ 当社は、当社及び中核的事業会社である日本海ガス株式会社及び株式会社サプラの管理職を
対象にメンタルヘルス不調の防止を目的とした研修を実施いたしました。

⑥ 当社及び中核的事業会社である日本海ガス株式会社は、大規模地震により都市ガスの供給が
停止した場合を想定した社内防災訓練を実施いたしました。

⑦ 当社グループは、個人情報や営業情報等の社外流出や不正利用、ウィルス感染を防止するた
め、ネットワーク監視ソフトを用いたモニタリングを継続して実施する等の対策を講じてま
いりました。

⑸ 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は定款第35条に定める会社法第459条第１項の規定により取締役会に与えられた権限の行
使に関しましては、財務の健全性・安定性・効率性を勘案しつつ、柔軟かつ機動的な資本政策実
施の観点から行使していく方針であります。なお、自己の株式の取得については、業績や戦略的
な投資の環境等を総合的に判断したうえで、適切に対応してまいります。
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（2023年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
製 造 設 備
供 給 設 備
業 務 設 備
そ の 他 の 事 業 設 備
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他 の 投 資
貸 倒 引 当 金

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他 の 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

　

22,155,848
13,651,267
568,255
7,723,902
2,053,736
3,116,613
188,759
144,070
144,070
8,360,510
7,139,508
51,861
806,060
413,279
△50,198

11,144,018
3,931,418
5,023,721
13,748
270,982
640,870
1,267,260
△3,982

　

固 定 負 債 4,546,294
社 債 40,000
長 期 借 入 金 1,057,500
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,628,184
ガ ス ホ ル ダ ー 等 修 繕 引 当 金 43,980
繰 延 税 金 負 債 1,719,580
そ の 他 の 固 定 負 債 57,049

流 動 負 債 7,894,043
一年以内に期限到来の固定負債 774,060
買 掛 金 2,786,708
未 払 金 1,387,060
未 払 法 人 税 等 368,115
賞 与 引 当 金
工 事 損 失 引 当 金

313,748
42,608

短 期 借 入 金 1,300,000
そ の 他 の 流 動 負 債 921,742
負 債 合 計 12,440,338
純 資 産 の 部
株 主 資 本 16,872,682
資 本 金 679,500
資 本 剰 余 金 10,149,621
利 益 剰 余 金 6,080,171
自 己 株 式 △36,610

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 3,942,358
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,947,974
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △5,615

非 支 配 株 主 持 分 44,488
純 資 産 合 計 20,859,528

資 産 合 計 33,299,867 負 債 ・ 純 資 産 合 計 33,299,867

連結貸借対照表
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（2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで）

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額
売 上 高 34,222,991
売 上 原 価 23,276,488
売 上 総 利 益 10,946,503

供 給 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
供 給 販 売 費 8,397,319
一 般 管 理 費 1,661,457 10,058,777
営 業 利 益 887,725

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,543
受 取 配 当 金 131,554
賃 貸 料 23,928
受 取 手 数 料 10,057
そ の 他 営 業 外 収 益 76,129 243,214

営 業 外 費 用
支 払 利 息 14,817
社 債 利 息 213
そ の 他 営 業 外 費 用 6,254 21,285
経 常 利 益 1,109,654

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 12,980
投 資 有 価 証 券 売 却 益 89,224
補 助 金 収 入 9,110
そ の 他 特 別 利 益 10,962 122,277

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 171,398
固 定 資 産 圧 縮 損 2,630
減 損 損 失
そ の 他 特 別 損 失

26,440
2,018 202,488

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,029,443
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 451,620
法 人 税 等 調 整 額 △17,727 433,892
当 期 純 利 益 595,550
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 21,333
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 574,217

連結損益計算書

（単位：千円）
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（2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 679,500 10,127,504 5,606,743 △36,110 16,377,636 4,327,347 7,828 4,335,176

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △76,126 △76,126
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 574,217 574,217

自 己 株 式 の 取 得 △499 △499

連 結 範 囲 の 変 動 △24,662 △24,662
連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減 22,117 22,117
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △379,373 △13,444 △392,817

当 期 変 動 額 合 計 － 22,117 473,428 △499 495,046 △379,373 △13,444 △392,817

当 期 末 残 高 679,500 10,149,621 6,080,171 △36,610 16,872,682 3,947,974 △5,615 3,942,358

非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計

当 期 首 残 高 63,267 20,776,079

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △76,126
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 574,217

自 己 株 式 の 取 得 △499

連 結 範 囲 の 変 動 △24,662
連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減 22,117
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △18,779 △411,596

当 期 変 動 額 合 計 △18,779 83,449

当 期 末 残 高 44,488 20,859,528

連結株主資本等変動計算書
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連 結 注 記 表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
⑴ 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況
連結子会社の数 ７社
連結子会社の名称 日本海ガス㈱

㈱サプラ
㈱モット日本海ガス
㈱テルサウェイズ
㈱Ｇ・テック
㈱TOSUMO建築設計
㈱日本海ラボ

連結の範囲の変更　　　　　　　　当連結会計年度において、新たに設立した㈱TOSUMO建築
　　　　　　　　　　　　　　　　設計を連結の範囲に含めております。
　　　　　　　　　　　　　　　　また、重要性の観点から、前連結会計年度まで非連結子会社
　　　　　　　　　　　　　　　　であった㈱日本海ラボを連結の範囲に含めております。

②非連結子会社の状況
非連結子会社の名称 ㈱北雄ホームサービス他５社
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社６社は、いずれも小規模であり、各社の総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等は連結計算書類に重要な影響を及ぼし
ていないためであります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社はありません。
②持分法を適用していない非連結子会社６社（㈱北雄ホームサービス他５社）及び関連会社３社

（㈱北陸燃商他２社）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と
しても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

⑶ 連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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⑷ 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
以外のもの　　　　　　　　価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
　　　　　　　　　　　　　なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資

（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされる
もの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じ
て入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で
取り込む方法によっております。

棚卸資産 主として製品、原料は総平均法による原価法、仕掛品は個別
法による原価法、貯蔵品は移動平均法による原価法（いずれ
も貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法）

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法

但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備
を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については定額法によっております。

無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利
用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は

主として貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

ガスホルダー等修繕引当金 球形ガスホルダー等の修繕に要する費用の支出に備えるた
め、次回修繕見積額について、当連結会計年度までの期間対
応額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連
結会計年度に負担すべき額を計上しております。
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  工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末
手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合
理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計
上しております。

④重要な収益及び費用の計上基準
都市ガスの販売　　　　　　　　ガス事業会計規則に基づき、定例的に実施する需要家に設置

した計量器の検針により測定したガス使用量に基づき収益を
認識する検針日基準を適用しております。

ＬＰガスの販売　　　　　　　　約束した財、又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収
益を認識しております。検針日基準で収益を認識する取引に
ついて、決算月においては、検針日の翌日から決算日までの
未検針期間に生ずるガス使用量を見積り、連結会計年度のガ
ス使用量に基づく収益を認識しております。

ガス機器の販売　　　　　　　　ガス機器が顧客により検収された時点において顧客が当該ガ
ス機器に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断
していることから、顧客に検収された時点で収益を認識して
おります。

　　　設備工事事業及び建築設備事業　主に、ガス受注工事及び土木・管工事に係る収益であります
が、工事請負契約に関して、一定の期間にわたり履行義務が
充足される契約については、その進捗度を決算日までに発生
した工事原価等が予想される工事原価等の合計に占める割合
（原価比例法）により見積り、当該進捗度に基づき収益を認
識しております。なお、契約における取引開始日から完全に
履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い
工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

上記いずれの取引も、支払条件につき、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

⑸ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法

　　　退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
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数理計算上の差異及び過去勤務
費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により
費用処理しております。数理計算上の差異については、各連
結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　⑴有形固定資産の減価償却累計額 49,783,835千円

⑹ 会社計算規則（法務省令第13号）及びガス事業会計規則（通商産業省令第15号）に準じて、
連結計算書類を作成しております。

２．会計方針の変更に関する注記
　（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年６月17
日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価
算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指
針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる連結
計算書類に与える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
　　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌

連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　　　繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　806,060千円

４. 連結貸借対照表に関する注記

　　⑵受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額
　　　　受取手形　　　　　　　　　　　　　　　253,865千円
　　　　売掛金　　　　　　　　　　　　　　　 4,582,352千円
　　　　契約資産　　　　　　　　　　　　　　　 187,503千円
　　⑶その他の流動負債のうち、契約負債の金額
　　　　契約負債　　　　　　　　　　　　　　　 242,656千円
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（単位：株）
株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

発 行 済 株 式
普 通 株 式 11,000,000 － － 11,000,000

自 己 株 式
普 通 株 式 124,803 1,845 － 126,648

配当金の総額 76,126千円
１株当たりの配当額 ７円
基準日 2022年12月31日
効力発生日 2023年 3 月31日

配当金の総額 54,366千円
１株当たりの配当額 ５円
配当の原資 利益剰余金
基準日 2023年12月31日
効力発生日 2024年 3 月29日

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 発行済株式の総数及び自己株式の株式数に関する事項

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取請求によるものであります。
⑵ 剰余金の配当に関する事項

①当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
2023年３月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

②当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2024年３月11日開催予定の取締役会決議による配当に関する事項
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連結貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

⑴ 投資有価証券
⑵ 社債(※)
⑶ 長期借入金(※)

6,402,825
60,000

1,811,560

6,402,825
59,963

1,811,258

－
△36

△301

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 644,190
投資事業有限責任組合(※) 92,492

６. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については主として短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関から
の借入により資金を調達しております。
受取手形、売掛金及び契約資産に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減
を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごと
に時価の把握を行っております。

　　借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。
⑵ 金融商品の時価等に関する事項

2023年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については以下のと
おりであります。なお、市場価格のない株式等は次表に含めておりません（(注)参照）。ま
た、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、買掛金、短期借入金については、現金で
あること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載
を省略しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　(※)連結貸借対照表上、「一年以内に期限到来の固定負債」として計上されているものが含まれております。

　(注)市場価格のない株式等　　　　　　　（単位：千円）

　(※)投資事業有限責任組合については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指
　　 針第19号　2020年3月31日）第5項及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
　　 指針第31号2021年6月17日）第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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時価(千円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 6,402,825 － － 6,402,825

資産計 6,402,825 － － 6,402,825

時価(千円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債
長期借入金

－
－

59,963
1,811,258

－
－

59,963
1,811,258

負債計 － 1,871,222 － 1,871,222

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。
　　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
　　　　　　　　　　  される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
　　　　　　　　　　  算定した時価
　　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
　　　　　　　　　　  以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
　　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを利用して算定した時価
　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しております。

(ｲ)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(注)上場株式は取引所の価格によっております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
　  その時価をレベル１に分類しております。

(ﾛ)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(注)社債及び長期借入金の時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を
　  もとに割引現在価値法により算定しており、その時価をレベル２に分類しております。
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⑴ １株当たり純資産額 1,914円31銭
⑵ １株当たり当期純利益 52円80銭

グループ 種類 場所 金額
ガス及びLPG事業資産 供給設備 太閤山供給所 25,914千円

７．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「1.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記」の「⑷会計方針に関する事
項」の「④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

８. １株当たり情報に関する注記

９．その他の注記
　減損損失に関する注記
　　当社グループは当連結会計年度において、減損損失26,440千円を計上しておりますが、このう
　　ち主な資産は以下のとおりであります。

幹線導管の運用により、西部地区におけるガス安定供給が確認でき、設備廃止により経営効率
化が図れると判断したため、太閤山供給所の廃止を決定しました。
これにより対象資産の回収可能価額をゼロとして減損損失を計上しております。

10. 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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（2023年12月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
短 期 貸 付 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
工 具 器 具 備 品
減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
そ の 他

　

1,341,296
149,438
56,885

1,056,400
78,573

16,674,644
102
214
△111

245
245

16,674,296
6,696,726
9,968,403

9,166

　

流 動 負 債 1,048,995
未 払 金 7,819
未 払 費 用 61,285
未 払 配 当 金 1,071
未 払 法 人 税 等 14,576
短 期 借 入 金 943,500
預 り 金 6,144
賞 与 引 当 金 2,921
そ の 他 11,675

固 定 負 債 1,719,495
繰 延 税 金 負 債 1,719,495
負 債 合 計 2,768,490

純 資 産 の 部
株 主 資 本 11,319,999

資 本 金 679,500
資 本 剰 余 金 10,089,644
資 本 準 備 金 335,565
そ の 他 資 本 剰 余 金 9,754,078

利 益 剰 余 金 587,465
そ の 他 利 益 剰 余 金 587,465
繰 越 利 益 剰 余 金 587,465

自 己 株 式 △36,610
評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,927,452

その他有価証券評価差額金 3,927,452
純 資 産 合 計 15,247,451

資 産 合 計 18,015,941 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,015,941

貸 借 対 照 表
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（2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで）

科　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額
営 業 収 益 876,893
営 業 費 用 847,851

営 　 　 業 　 　 利 　 　 益 29,041

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,189
受 取 配 当 金 129,717
雑 収 入 9,947 140,854

営 業 外 費 用
支 払 利 息 455
雑 損 失 564 1,020
経 　 　 常 　 　 利 　 　 益 168,875

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 89,224 89,224

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 171,398 171,398

税 引 前 当 期 純 利 益 86,702
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,111 6,111
当 期 純 利 益 80,591

損 益 計 算 書

（単位：千円）

－ 36 －



（2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自 己 株 式 株主資本
合 計

そ の 他
有価証券評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計資本準備金 そ の 他

資 本 剰 余 金
資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 679,500 335,565 9,754,078 10,089,644 583,001 583,001 △36,110 11,316,034 4,313,985 4,313,985 15,630,019

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △76,126 △76,126 △76,126 △76,126

当 期 純 利 益 80,591 80,591 80,591 80,591

自 己 株 式 の 取 得 △499 △499 △499

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △386,533 △386,533 △386,533

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 4,464 4,464 △499 3,964 △386,533 △386,533 △382,568

当 期 末 残 高 679,500 335,565 9,754,078 10,089,644 587,465 587,465 △36,610 11,319,999 3,927,452 3,927,452 15,247,451

株主資本等変動計算書
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個 別 注 記 表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格がない株式等 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
以外のもの　　　　　　　　　原価は移動平均法により算定）

市場価格がない株式等　　　　移動平均法による原価法
⑵　固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産　　　　　　　　　定率法
　　無形固定資産　　　　　　　　　定額法
　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利
　　　　　　　　　　　　　　　　　用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
⑶　重要な引当金の計上基準
　　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事
　　　　　　　　　　　　　　　　　業年度に負担すべき額を計上しております。

　⑷　収益及び費用の計上基準
　　　　純粋持株会社として、子会社からの経営指導料、業務受託料及び配当金・利息収入を収益に

計上しております。経営指導料等については、子会社との間で取り決めた経営指導事項等に
基づき定常的に役務を提供することが履行義務であることから、提供する役務の進捗に応じ
て収益を認識することが合理的であると判断し、毎月一定の計算条件で算定した金額を収益
として認識しております。また、配当金・利息収入については、「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）等を適用しております。なお、子会社との間
で定めた取引条件や支払条件の中に受領する対価に重要な変動をもたらす要素や重要な金融
要素は含まれておりません。

２．会計方針の変更に関する注記
　（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号2021年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方
針を、将来にわたって適用することとしております。これによる計算書類に与える影響はありま
せん。
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短期金銭債権 1,113,754千円
短期金銭債務 977,698千円

営業収益 876,893千円
営業費用 332,456千円
営業外収益 1,187千円
営業外費用 455千円

当事業年度末における自己株式数 126,648株

３. 貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

４. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金負債の発生の原因はその他有価証券評価差額金であります。

７.　収益認識に関する注記
　　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　　　　「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「⑷収益及び費用の計上基準」に記載のと
　　　　おりであります。
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種　　類 会社等の名称 事 業 の 内 容
又 は 職 業

議 決 権 等
の 所 有 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

（千円） 科　　目 期 末 残 高
（千円）

子会社 日本海ガス㈱ ガス事業 直接 100.0 %

経営指導
業務の受託
役員の兼任
出向者受入
資金の貸付

経営指導料の
受取　※1 163,200

売 掛 金 48,576
業務受託料の
受取　※1 366,720

出向者負担金
※2 255,151 未 払 費 用 29,895

貸付金利息の
受取　※3 963 短期貸付金 860,000

子会社 ㈱サプラ 管工事業 直接 100.0 ％

経営指導
業務の受託
役員の兼任
出向者受入
資金の借入

借入金利息の
支払　※3 388 短期借入金 843,500

⑴　１株当たり純資産額 1,402円27銭
⑵　１株当たり当期純利益 7円41銭

８. 関連当事者との取引に関する注記
　子会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
　※１　経営指導料、業務受託料は、契約に基づき決定しております。
　※２　出向者負担金は、出向元の給与を基準に双方協議の上、決定しております。
　※３　資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 藝 眞 博
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 田 康 宏

独立監査人の監査報告書
2024年２月29日

日本海ガス絆ホールディングス株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
富 山 事 務 所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本海ガス絆ホールディングス株式会社の2023
年１月１日から2023年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、日本海ガス絆ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 41 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

参
考
書
類

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監　
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監　
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 藝 眞 博
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 田 康 宏

独立監査人の監査報告書
2024年２月29日

日本海ガス絆ホールディングス株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
富 山 事 務 所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本海ガス絆ホールディングス株式会社の
2023年１月１日から2023年12月31日までの第６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し　
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類　
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

－ 44 －



監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2023年１月１日から2023年12月31日までの第６期事業年度の取締役の職務の執

行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、

会社の内部監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を
閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社に
ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常 勤 監 査 等 委 員 市 　 川　 伸 　彦 ㊞

監 査 等 委 員 麦 　野 　 英　 順 ㊞

監 査 等 委 員 村 　 田　 　 　諭 ㊞

2024年３月５日
日本海ガス絆ホールディングス株式会社　監査等委員会

(注) 常勤監査等委員市川伸彦及び監査等委員麦野英順は会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

　以　上
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議決権の代理行使の勧誘者 日本海ガス絆ホールディングス株式会社
代表取締役社長　新 田 洋 太 朗

氏　　　　名 地位、担当及び重要な兼職の状況
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暁 総合企画部長 新任
　

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（８名）は、本総会終
結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方、取締役候補
者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執行状況
及び業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は次のとおりであります。
【参考】候補者一覧
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氏 名
（生　年　月　日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

再任

にっ

新
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
た

田
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
よう

洋
 

 
 

 
た

太
 

 
 

 
ろう

朗
（1984年９月14日生）

　

    2016年    3 月 日本海ガス株式会社入社
    2016年    3 月 同社技術本部副本部長兼企画室部長
    2018年    1 月 同社エネルギーソリューション本部営業統括部長
    2018年    3 月 同社取締役エネルギーソリューション副本部長兼

営業統括部長
    2020年    1 月 同社代表取締役（現任）
    2020年    1 月 当社経営管理部長兼人材育成委員会部長
    2020年    3 月 当社代表取締役社長（現任）
    2020年    6 月 株式会社日本海ラボ代表取締役社長（現任）

251,836株

（重要な兼職の状況）
日本海ガス株式会社　代表取締役
株式会社日本海ラボ　代表取締役社長

取締役候補者とした理由
　当社及びグループ会社の取締役としてグループ全体の経営の指揮を執り、2020年３月より当社の代表取締
役社長を務めております。企業経営者としての豊富な経験と共に経営全般に関する知見と能力を有し、さら
なる企業価値の向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

再任

ひら

平
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
た

田
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
じゅん

純
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
いち

一
（1963年６月３日生）

　

    1987年    4 月 日本海ガス株式会社入社
    2008年    4 月 同社管理本部総務部長
    2011年    4 月 株式会社モット日本海ガス代表取締役社長
    2014年    3 月 日本海ガス株式会社取締役企画室長
    2015年    3 月 同社取締役企画室長兼管理本部長
    2017年    3 月 同社常務取締役企画室長兼管理本部長
    2018年    1 月 同社常務取締役総務部担当
    2018年    1 月 当社取締役経営管理部長
    2019年    3 月 日本海ガス株式会社専務取締役
    2020年    3 月 当社代表取締役副社長（現任）

2022年    3 月 日本海ガス株式会社代表取締役副社長（現任）

（重要な兼職の状況）
日本海ガス株式会社　代表取締役副社長

10,200株

取締役候補者とした理由
　当社及びグループ会社の取締役として長年にわたり経営の指揮を執り、2020年３月より当社の代表取締役
副社長を務めております。企画部門を管掌する取締役として豊富な経験と経営全般に関する知見を有してい
ることから、当社グループの経営統括を担う最適な人物と判断し、引き続き取締役候補者としたものであり
ます。
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氏 名
（生　年　月　日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

再任

社外

たけ

武
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
うち

内
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
しげ

繁
 

 
 

 
  

　
 

 
 

 
かず

和
（1958年７月６日生）

　

    1984年    4 月 武内プレス工業株式会社入社
    1991年    6 月 同社代表取締役社長（現任）
    1997年    3 月 日本海ガス株式会社社外取締役
    2018年    1 月 当社社外取締役（現任） 3,000株

（重要な兼職の状況）
武内プレス工業株式会社　代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　包装容器製造会社の経営者としての豊富な経験に基づく高い見識が当社の経営に資するところが大きいと
判断し、引き続き社外取締役候補者としたものであります。また、当該知見を活かして当社の業務執行に対
する監督・助言等いただくことを期待したためであります。

再任

社外

すが

菅
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
の

野
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
かつ

克
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
し

志
（1965年10月21日生）

　

    1997年    4 月 高岡ガス株式会社入社
    2005年    3 月 同社代表取締役社長（現任）
    2005年    3 月 日本海ガス株式会社社外取締役
    2018年    1 月 当社社外取締役（現任） 1,000株

（重要な兼職の状況）
高岡ガス株式会社　代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　ガス会社の経営者としての豊富な経験に基づく高い見識が当社の経営に資するところが大きいと判断し、
引き続き社外取締役候補者としたものであります。また、当該知見を活かして当社の業務執行に対する監
督・助言等いただくことを期待したためであります。
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氏 名
（生　年　月　日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

再任

社外

たか

髙
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
はし

橋
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
やす

康
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
し

志
（1958年12月23日生）

　

    1981年    4 月 三井物産株式会社入社
    2006年    4 月 同社米州本部金属資源本部長兼米国三井物産SVP
    2008年    4 月 同社米州本部CAO兼米国三井物産SVP
    2010年    4 月 同社金属資源本部鉄鉱石部長
    2011年    4 月 同社執行役員金属資源本部長
    2014年    4 月 同社常務執行役員豪州三井物産社長
    2016年    4 月 同社専務執行役員米州本部長兼米国三井物産社長
    2018年    4 月 同社アドバイザー
    2020年    3 月 当社社外取締役（現任）

2023年    4 月 タカハシ企画合同会社代表社員社長（現任）

－

（重要な兼職の状況）
タカハシ企画合同会社　代表社員社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　大手総合商社における豊富な経験に基づく幅広い見識を有しており、戦略性のある適切な企業運営の実現
に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役候補者としたものであります。また、当該知見を活かして
当社の業務執行に対する監督・助言等いただくことを期待したためであります。

再任

たけ

猛
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
お

尾
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
しん

真
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
じ

次
（1962年３月18日生）

　

    1984年    4 月 日本海ガス株式会社入社
    2004年    3 月 同社取締役総務部長
    2005年    3 月 同社取締役供給部長
    2012年    3 月 同社取締役技術本部長
    2014年    3 月 同社常務取締役技術本部長
    2017年    3 月 同社専務取締役技術本部長
    2018年    1 月 当社取締役（現任）
    2019年    2 月 株式会社サプラ代表取締役専務
    2020年    3 月 同社代表取締役社長（現任）

11,410株

（重要な兼職の状況）
株式会社サプラ　代表取締役社長

取締役候補者とした理由
　当社及びグループ会社の取締役として要職を歴任し、会社経営に関する豊富な経験、実績、見識を有して
いることから、引き続き取締役候補者としたものであります。
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氏 名
（生　年　月　日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

再任

つち

土
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
や

屋
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
まこと

誠
（1963年９月24日生）

　

    1986年    4 月 日本海ガス株式会社入社
    2007年    7 月 同社エネルギーソリューション本部リビング営業

部長
    2009年    4 月 同社エネルギーソリューション本部エネルギー営

業部長
    2011年    3 月 同社取締役エネルギーソリューション本部副本部

長
    2014年    3 月 同社取締役エネルギーソリューション本部長
    2015年    3 月 同社常務取締役エネルギーソリューション本部長
    2018年    1 月 当社取締役（現任）
    2018年    2 月 日本海ガス株式会社専務取締役エネルギーソリュ

ーション本部長
    2019年    9 月 エネシップ株式会社代表取締役社長（現任）
    2020年    1 月 日本海ガス株式会社代表取締役社長（現任）

10,420株

（重要な兼職の状況）
日本海ガス株式会社　代表取締役社長
エネシップ株式会社　代表取締役社長

取締役候補者とした理由
　当社及びグループ会社の取締役として長年にわたり経営に携わり、営業全般に関する豊富な経験と実績を
有しており、さらなる事業の拡大に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者としたものでありま
す。

新任

ふく

福
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
みつ

光
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
 

　
 

 
 

 
さとる

暁
（1973年６月29日生）

　

1996年４月 日本海ガス株式会社入社
2018年１月 当社経営管理部（出向）
2021年１月 当社総合企画部長（現任） 2,000株

取締役候補者とした理由
　当社及びグループ会社において、経営企画全般にわたる豊富な経験と知見を有していることに加え、コン
プライアンス、経理分野においても精通しております。これらの経験を通じて培った高い見識が、当社の経
営に活かされる人物と判断し、新たに取締役候補者としたものであります。
（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 武内繁和、菅野克志、髙橋康志の各氏は、社外取締役候補者であります。
３. 武内繁和、菅野克志、髙橋康志の各氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外

取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって武内繁和氏が６年２カ月、菅野克志氏が６年
２カ月、髙橋康志氏が４年であります。

４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し
ており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の15頁に記載のとおりであります。各取締役候補
者の選任が承認されますと引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

　　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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氏 名
（生　年　月　日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

新任

社外

ご

五 
 

　
とう

藤 
 

　
ひろ

宙 
  

　
し

史
（1971年５月20日生）

　

1994年４月 日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入
行

2006年４月 財団法人日本経済研究所（出向）
2008年３月 株式会社日本政策投資銀行北陸支店調査役
2008年３月 同社北陸支社審査部課長
2016年６月 同社北陸支店次長
2018年４月 同社企業金融第５部次長
2020年６月 国際・政策銀健康保険組合常務理事（現任）

－

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　長年にわたる金融機関での豊富な経験と知見を有しており、これらの経験を通じて培った高い見識が、当
社の経営全般に対して監査・監督機能強化に活かされる人材であると判断し、監査等委員である社外取締役
候補者としたものであります。

再任

社外

むぎ

麦 
 

　
の

野 
 

　
ひで

英 
 

　
のり

順
（1957年3月18日生）

　

1979年４月 株式会社北陸銀行入行
2013年６月 同行代表取締役会長
2013年６月 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役
2014年３月 日本海ガス株式会社社外監査役
2018年１月 当社社外監査役
2020年３月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2022年６月 株式会社北陸銀行特別顧問（現任）

－

（重要な兼職の状況）
株式会社北陸銀行　特別顧問

監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　金融機関の経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有しており、当社の経営全般に対して客観的か
つ高度な視点から監査・監督機能を発揮していただける人材であると判断し、監査等委員である社外取締役
候補者としたものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（３名）が任期満了となりますので、監査等
委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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氏 名
（生　年　月　日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

新任

おか

岡
 

 
 

　
もと

本
 

 
 

　
 

　
 

 
 

　
たけし

武
（1963年12月22日生）

　

    1987年    4 月 日本海ガス株式会社入社
    2010年    4 月 同社エネルギーソリューション本部営業統括部長
    2015年    4 月 株式会社モット日本海ガス代表取締役社長
    2020年    3 月 当社取締役総務人事経理担当
    2021年    1 月 当社取締役経理部長兼総務人事部担当

2022年    1 月 当社取締役経理部・人事広報部担当
2023年    1 月 当社取締役トータルライフ事業推進室・経理部・

人事広報部　各担当（現任）

2,210株

監査等委員である取締役候補者とした理由
　当社及びグループ会社の取締役として長年にわたり経営の指揮を執り、管理部門全般に関する豊富な経験
と知見を有しており、引き続き当該知見を活かして当社の業務執行に対する監督、助言等を期待し監査等委
員である取締役候補者としたものであります。
（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 五藤宙史、麦野英順の両氏は、社外取締役候補者であります。
３. 麦野英順氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終

結の時をもって４年であります。
４. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し

ており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の15頁に記載のとおりであります。各取締役候補
者の選任が承認されますと引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

　　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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氏 名
（生　年　月　日） 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

株 式 の 数

社外

いま

今 
 

　
むら

村 
 

　
 

　
はじめ

元
（1955年11月19日生）

    1984年    4 月 弁護士登録
1994年    4 月 富山県弁護士会副会長
1998年    1 月 今村法律事務所代表（現任）
2007年    4 月 富山県弁護士会会長 －

（重要な兼職の状況）
今村法律事務所代表

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　今村　元氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有すると共に、企業法務にも精通しており、これ
らを当社の経営全般に対する監査・監督に活かしていただきたいため、補欠の監査等委員である社外取締役
候補者としたものであります。
　なお、同氏は過去に社外役員となる事以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の
理由により、社外取締役として、その職務適切に遂行できるものと判断しております。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取
締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注） １．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．今村　元氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の15頁に記載のとおりであります。
今村　元氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含め
られることとなります。

以　上
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